
京都市就労支援事業（就労意欲喚起等支援事業）、家計改善支援事業及び 

住居確保給付金支給事業に係る相談支援等業務委託プロポーザル 参加者募集要項 

 

京 都 市 保 健 福 祉 局 

生活福祉部生活福祉課 

 

生活困窮者（様々な課題があって仕事や生活にお困りの方）等の抱える課題が複雑

化・複合化する中、生活困窮者自立相談支援機関において、幅広く相談を受け付け、

法に基づく支援策の提供や各種行政手続の補助、適切な支援機関へのつなぎ、必要に

応じて生活上の課題にまで踏み込んだ実効性ある支援を行う必要があり、本市ではこ

れまで、就労支援事業（就労意欲喚起等支援事業）及び家計改善支援事業については、

就労支援と家計の見直しを合わせて行うことにより、より効果的な支援を実施してき

ました。 
令和６年４月１７日に成立した生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律に

おいて、新たに住居確保給付金に家賃の低廉な住宅への転居のための初期費用の補助

が創設され、家計の改善に資する転居の支援を実施することとなる中、令和７年度か

らは、生活困窮者等の抱える課題に総合的・包括的に対応するため、就労支援事業・

家計改善支援事業・住居確保給付金事業を一体的に推進することが求められています。 
そこで、就労支援事業（就労意欲喚起等支援事業）、家計改善支援事業及び住居確

保給付金支給事業に係る相談支援等業務の実施に当たり、以下のとおり委託する事業

者を募集します。 

 

１ 業務内容の概要 

⑴  名称   就労支援事業（就労意欲喚起等支援事業）、家計改善支援事業及び 

住居確保給付金支給事業に係る相談支援等業務 

⑵  内容   別紙「仕様書」による。 

⑶  委託期間 令和７年４月１日（火）から令和８年３月３１日（火）まで 

２ 予定価格の上限等 

 １６８，２７８，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※ 留意事項等 

ア 事業の実施に当たり、利用者から利用料等を徴収しないこと。 

イ 研修等に係る費用等については、受託者負担のうえ、受託者が行うこと。 

ウ 就労支援事業のうちキャリアカウンセラー業務については、業務に必要な机、

椅子等の物品は委託者で準備するが、有償貸与契約を別途、締結することとし、

業務スペースの使用料についても受託者の負担とする。また、電話回線につい

ては本市が設置した専用回線を使用し、使用料については受託者が負担するこ

と。 
  エ 上記ウ以外の各業務に必要な面談スペース、机、椅子、キャビネット及びカ



ウンター等の各物品並びに電話等の設備については、受託者の責任で準備する

こと。 

オ インターネット環境については、受託者独自の環境を構築すること。 
  カ 家計改善支援員及び住まい相談支援員は、月に１回京都市役所会議室等にお

いて開催する定例会議に出席すること（約１時間程度）。 

 

３ 応募資格 

  応募資格については、⑴又は⑵に該当し、かつ⑶及び⑷を満たしている者である

こと。 

⑴  令和７年２月６日（木）時点において、本市入札参加有資格者名簿に登録して

いる者（京都市競争入札参加停止取扱要綱に基づく参加停止措置を受けていない

こと） 

⑵ 前号に該当しない者については、次に掲げる要件を全て満たす者 

 ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者でない

こと。  

 イ 引き続き１年以上当該営業を営んでいること。 

 ウ 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと。  

エ 市町村民税、固定資産税及び事業所税の未納がないこと。  

オ 水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。  

カ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に

規定する暴力団密接関係者でないこと。 

⑶ 会社更生法、民事再生法等による手続を行っている法人等でないこと。 

⑷ 業務委託開始時において京都市内に事業所を有していること。 

 

４ 参加申請 

⑴  申請期限 令和７年２月６日（木）午後５時まで 

⑵  申請場所 〒６０４－８０９１ 

京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町５００－１ 

中信御池ビル３階 京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課 

        電話 （０７５）２５１－１１７５ 

⑶  申請方法 参加申請書（別紙１）を申請場所へ持参すること。 

⑷  必要書類 

ア プロポーザル参加申請書（別紙１） 

イ 令和４年４月１日以降における、生活困窮者や生活保護受給者に対する就労

支援事業、家計改善支援事業又は住居確保給付金の支給等に関連する相談支援

等業務の受託実績が分かるもの（別紙２） 

なお、業務の概要欄に、どのような者を対象にした事業か詳細に記載するこ

と。枚数は問わないが両面書きで提出すること。 



ウ 有料職業紹介事業許可証の写し 

エ 会社概要 

オ ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）又は、Ｐマーク登録証

を取得している場合はその写し 

カ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書（提出日前３か月以内に発行） 

※写し不可 

キ 使用印鑑届 

ク 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書 

ケ 市町村民税、固定資産税ならびに事業所税の納税証明書 

（提出日前３か月以内に発行：写し可。法人にあっては、主たる事業所の所

在地において発行を受けること。） 

コ 水道料金及び下水道料金の納付証明書 

  （提出日前３か月以内に発行：写し可。法人にあっては、主たる事業所の所

在地において発行を受けること。） 

※ ただし、３応募資格⑴に該当するものは、カ以下を省略できるものとする。 

 

５ プロポーザル参加に関する質疑及び回答 

⑴ 受付期限 令和７年１月２８日（火）午後５時まで（必着） 

⑵ 受付場所 ４（２）と同じ。 

⑶ 質問方法 電子メール（chiikifukushi@city.kyoto.lg.jp）又は持参（様式自

由の書面）による。電子メールによる場合は、件名に本プロポーザル

に関する質問であることを明記すること。 

 ⑷ 回答   令和７年２月４日（火）までにホームページ上で回答を行う。 

 なお、回答の掲載について、質問者に対して通知等は行わない。ま

た、質問が無かった場合も、その旨の通知等は行わない。 

 

６ 企画提案書の提出 

⑴  提出期限 令和７年２月１４日（金）午後５時まで（必着） 

⑵  提出場所 ４（２）と同じ。 

⑶ 提出資料 企画提案書と見積書（各８部※） 

       ※うち、原本は 1 部で構わない。 

⑷ 提出方法 持参のみ。 

⑸ 提案事項 

『プロポーザル企画提案書等作成要領』（別紙３）を参考のこと。 

※ ４（１）の申請期限までに参加申請を行わなかった者の企画提案書は受理

しない。 

※ 「４ 参加申請」を行った者のうち、６(１)提出期限までに企画書が提出

されない場合は、辞退したものとみなす。 
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７ 受託候補者の選定方法 

⑴  受託候補者の選定 

   選定は「就労支援事業（就労意欲喚起等支援事業）、家計改善支援事業及び住

居確保給付金支給事業に係る相談支援等業務受託者選定委員会」において実施す

る。 

   選定に当たっては、原則として提案書の提出者（以下「提案者」という。）か

らの提出書類及びプレゼンテーションに基づき、本事業をより適切に遂行する能

力等を審査して評価し、順位の最も高い１者を受託候補者として選定することと

し、提案者が１者のみであった場合も、プロポーザルは成立するものとする。 
⑵ プレゼンテーションの実施 

  ア 予定日 

    令和７年２月２１日（金） 

  イ 場所 

    京都市役所  会議室（予定） 

    出席時間、場所等については、提案者に別途通知する。 

  ウ 方法 

   ・ 説明２０分以内、質疑応答１０分程度 

   ・ 説明に用いる資料は、事前に提出された企画提案書のみとする。 

 ⑶ 評価項目 

  ア 方針及び基本的な考え方 

  イ 実施内容 

  ウ 個人情報の保護 

  エ 業務実績 

  オ 独自提案 

  カ 費用見積額 

  キ その他 

⑷ 選定結果の通知 

  選定結果については、評価後、順位を付して令和７年２月２６日（水）以降に

提案者全員に書面により通知する。また、受託候補者の名称及び提案者全員の評

価点（失格となった提案者を除く）を本市ホームページにおいて公表する。 

 

８ 契約手続 

  受託候補者の提案に基づき、業務の計画に応じて、受託候補者と協議のうえで本

市が契約用仕様書を作成し、これに基づき受託候補者と契約を行う。 

受託候補者が本市の作成した契約用仕様書に合意できない場合は、審査の結果、

次に順位の高かった者と協議を行い、合意に達したときは、その者と契約するもの

とし、その者とも合意に達しない場合は、審査の結果の順位に従って協議を行う。 



 

９ 留意事項 

⑴  プロポーザル参加に要する一切の費用は参加者負担とする。 

⑵  提出された企画提案書は返却しない。 

⑶  提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。契約締結後に虚

偽又は不正が判明した場合は契約を解除し、受託者は本市に対する損害賠償の

責を負う。 

⑷   提出書類は、公文書公開請求があった場合、公開することがある。 

⑸   今回の募集については、令和７年度事業の準備行為として実施するものであ

るため、今後、本事業に係る予算が成立しなかった場合は、事業を中止するこ

とがある（予算の不成立による事業中止の場合、本市は違約金支払の責を負わ

ない。）。 

 
＜スケジュール（予定）＞ 

令和７年  １月２１日（火）   募集開始 
  １月２８日（火）   質問締切 

２月 ４日（火）   質問回答 
２月 ６日（木）   参加申請書提出締切 
２月１４日（金）   企画提案書提出締切 

      ２月２１日（金）   プレゼンテーション 
      ２月２６日（水）以降 結果通知 
      ４月 １日（月）   事業開始 
      

【問い合わせ先】 
 京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課（担当 福田・高橋） 

  〒604－8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町 500-1 

        中信御池ビル 3 階 

  電話：(075)251－1175 FAX(075)256－4652 

  e-mail:chiikifukushi@city.kyoto.lg.jp 
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